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（公 印 省 略） 

 

緊急事態宣言の延長を踏まえた 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について 

    

 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和３年２月２日に 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条に基づく緊急事態宣言（以下「緊

急事態宣言」という。）の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の

基本的対処方針」（新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処

方針」という。）が改正されたところです。 

  改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従

前の取組に加え、「感染防止のための取組等を働きかけるため、特に留意すべ

き事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す」等と 

されたところです。 

 厚生労働省では、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の

徹底を図るために、事業場において特に留意すべき事項となる「取組の５つの

ポイント」の取組状況の確認を事業主に働きかけるととともに、都道府県労働

局に「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」（別

添１）を新たに設置し、事業主及び労働者からの相談等への対応を行うことと 

いたしました。 

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、各関係

団体において作成された「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等を実践する

際に、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいた

だくことについて累次にわたりお願いしてきたところですが、改めて、職場にお

ける新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意

事項等を取りまとめましたので、貴省の所管団体等あて周知の御協力をお願い

いたします。 
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